
生駒市条例第３４号 

 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市職員の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年１２月２５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市職員の退職手当に関 

する条例の一部を改正する条例 

（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例 

第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第５項中「４級以上であるもの」を「３級以上であるもの（再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く｡)」に改める。 

別表第２の２級の項から５級の項までを次のように改める。 

  

２級 主事及び技師の職務 

３級 主任の職務 

４級 係長及び主査の職務 

５級 主幹の職務 

別表第２の７級の項中「及び主幹」を削る。 

（生駒市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

20 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間に退職した者に対



する退職手当の基本額は、第３条第１項中「給料の月額と」とあるのは、「

給料の月額（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市職員の退

職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成２９年１２月生駒市条例第

３４号）附則第４項の規定による給料の額を含む｡)と」と読み替えて適用す

る。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 平成３０年４月１日（以下「切替日」という｡)の前日においてその者が属し

ていた職務の級（以下この項において「旧級」という｡)が附則別表に掲げられ

ている職務の級であった職員の切替日における職務の級（以下この項において

「新級」という｡)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

この場合において、同欄に２の職務の級が掲げられているときは、市長の定め

るところにより、そのいずれかの職務の級とする。 

３ 切替日の前日において生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（以下「給

与条例」という｡)別表第１の給料表の適用を受けていた職員の切替日における

号給は、市長が定める。 

４ 切替日の前日から引き続き前項に規定する給料表の適用を受ける職員で、そ

の者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととな

るものには、平成３５年３月３１日までの間、給料月額のほか、その差額に相

当する額を給料として支給する。 

５ 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第１５条第５項（

給与条例第１６条第４項において準用する場合を含む。以下同じ｡)の規定の適

用については、給与条例第１５条第５項中「給料月額」とあるのは、「給料月



額と生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条例（平成２９年１２月生駒市条例第３４号）附則

第４項の規定による給料の額との合計額」とする。 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例（第１条の規定に限

る｡)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附則別表（附則第２項関係） 

 職務の級の切替表 

旧級 新級 

４級 
３級 

４級 

５級 
４級 

５級 

 

 


